
士別市安心・安全輸送セダン型特区 

 

都道府県名： 北海道 

申請主体名： 士別市 

区域の範囲： 士別市の全域 

士別市 

 

特区の概要：  士別市は、１市１町（士別市・朝日町）で平成１７年 9月 1

日に合併し、新「士別市」となった。本市の高齢化率は 28.4％

と高く、身障者等も多く、こうした移動制約者が増加傾向にあ

るが、日常生活において移動手段の十分な利便性が確保できて

いる状況ではない。そのため、NPO 等による輸送サービス事業

を実施するに当たり、セダン型車両の活用で移動制約者に対す

る輸送手段の拡充を図ることで、高齢者や障害者が住み慣れた

地域で在宅生活を容易に続けられるようにし、「誰もが健やか

に安心して暮らせるまちづくり」を推進する。 

 

適用される規制

の特例措置： 

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 

 
◎士別市安心・安全輸送セダン型特区概略図 

士別市福祉有償運送運営協議会 
 
 
 
 
 

福祉輸送
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市内の福祉輸送の必要性 
運送の安全確保 
利用者の利便性の確保 
事業者（社会福祉法人、ＮＰＯ等） 
 

輸送ｻｰﾋﾞｽの実施 

福祉有償運送の 
使用車両の拡大 
（セダン特区） 
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社会参加の推進 
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